
　

福岡県環境影響評価条例福岡県環境影響評価条例福岡県環境影響評価条例福岡県環境影響評価条例のののの手続手続手続手続のののの流流流流れれれれ

環境影響評価調査計画書の作成

公　告

縦　覧　　　　１月間
公　表
説明会の開催

住民意見聴取　２週間

環境影響評価の項目、手法の選定

（環境影響評価の実施）

環境影響評価評価書案の作成

知事・市町村長へ送付

知事・市町村長へ意見概要送付

知事へ送付

（第８条）

（第９条）

（第10条）

（第12条）

（第14条）

（第11条）

（第16条）

（第17条）

（第15条）

（第21条）

（第22条）

（第23条）

知事・市町村長へ送付

公　告

縦　覧　　　　１月間
公　表
説明会の開催

住民意見聴取　２週間

（第18条）

（第20条）

（第19条）

市町村長へ意見概要送付

市町村長意見

環境影響評価評価書の作成

知事意見 学識経験者意見

（第24条）

（第25条）

（第26条）

（第27条）

評価書の補正

公　告

縦　覧　　１月間
公　表

許認可等に際しての審査
県より許認可権者へ考慮要請

（第30条）

事業の許認可等

事業実施の制限解除

（事業の実施）

【条例条文】

（事業計画案の作成）

（第42条）

（第36条）
（第37条）

事後調査の実施及び
報告書の作成・公表

（第35条）

（事業計画の立案）

計画段階環境配慮書の作成 （第７条の３）

知事へ送付 （第７条の４）

公表 （第７条の４）

関係市町村長及び
一般の意見の聴取（努める）

（第７条の６）

知事意見 学識経験者意見

（第７条の５） （第42条）

（第10条の２）

知事意見 市町村長意見 （第13条）

知事指導

知事へ提出 （第35条）

（第35条）


